別記様式（第５条、第８条、第９条関係）
事業計画書（変更事業計画書、事業実績書）
	区　　　分
	有機ＪＡＳ認証経費
	認証区分
	有機農産物　・　有機加工食品

	
	
	認証面積
	　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

	
	
	認証機関
	

	
	
	手数料
	　　　　　　　　　　　　　　　　円

	
	残留農薬検査経費
	生産量
	　　　　　　　　　　　　　　　　㎏

	
	
	検査機関
	

	
	
	検査費用
	　　　　　　　　　　　　　　　　円

	輸出対象国
	

	茶種
	

	実施（予定）年月日
	　　　　年　　月　　日

	備考
	


(注)
１　有機ＪＡＳ認証経費の認証区分の欄は、該当するものを○で囲むこと。
２　有機ＪＡＳ認証経費の認証面積の欄は、有機加工食品に係る認証を受ける場合は、施設の面積を記載すること。
３　残留農薬検査経費の生産量の欄は、検査の対象として生産した茶の全ての生産量を記載すること。
４　茶種の欄は、普通煎茶、深蒸煎茶、碾 (てん)茶、紅茶などを記載すること。
